
県
営
住
宅
整
備
・
管
理
計
画

（
任
意
計
画
）

①
計
画
期
間
：
R
3
～
1
2
年
度

（
概
ね
５
年
ご
と
に
見
直
し
）

②
県
営
住
宅
を
取
り
巻
く
状
況
等

③
県
営
住
宅
の
役
割

④
事
業
展
開
の
考
え
方

⑤
県
営
住
宅
の
整
備
・
管
理
方
針

『
住
生
活
基
本
計
画
』
『
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
』
『
県
営
住
宅
整
備
・
管
理
計
画
』
の
関
係
図

住
生
活
基
本
計
画
（
全
国
計
画
）
法
第
１
５
条
に
定
め
る
事
項

①
計
画
期
間
（
現
行

H
28
～

37
年
度
、
見
直
し

R
3～

12
年
度
）

②
住
生
活
の
安
定
の
確
保
及
び
向
上
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針

③
国
民
の
住
生
活
の
安
定
の
確
保
及
び
向
上
の
促
進
に
関
す
る
目
標

④
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
住
生
活
の
安
定
の
確
保
及
び
向
上
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
基

本
的
な
も
の

⑤
住
宅
に
対
す
る
需
要
が
著
し
く
多
い
都
道
府
県
の
住
宅
の
供
給
等
及
び
住
宅
地
の
供
給
の

促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
事
項

⑥
そ
の
他
住
生
活
の
安
定
の
確
保
及
び
向
上
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画

的
に
促
進
す
る
た
め
の
事
項

兵
庫
県
住
生
活
基
本
計
画

法
第
１
７
条
に
定
め
る
事
項

①
計
画
期
間
（
現
行

H
28
～

37
年
度
、
見
直
し

R
3～

12
年
度
）

②
住
生
活
の
安
定
の
確
保
及
び
向
上
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針

③
住
民
の
住
生
活
の
安
定
の
確
保
及
び
向
上
の
促
進
に
関
す
る
目
標

④
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
住
生
活
の
安
定
の
確
保
及
び
向
上
の
促
進
に
関
す
る
施
策

⑤
計
画
期
間
に
お
け
る
公
営
住
宅
の
供
給
目
標
量

⑥
住
宅
に
対
す
る
需
要
が
著
し
く
多
い
都
道
府
県
の
住
宅
の
供
給
等
及
び
住
宅
地
の
供
給
の

促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
事
項

⑦
そ
の
他
住
生
活
の
安
定
の
確
保
及
び
向
上
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画

的
に
促
進
す
る
た
め
の
事
項

住
生
活
基
本
法

○
目
的

住
生
活
の
安
定
の
確
保
及
び
向
上
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
等
を
明

ら
か
に
し
、
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
豊
か
な
住
生
活
を
実
現

○
４
つ
の
基
本
理
念

①
現
在
及
び
将
来
の
住
生
活
の
基
盤
と
な
る
良
質
な
住
宅
の
供
給
等

②
住
民
が
誇
り
と
愛
着
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
良
好
な
居
住
環
境
の
形
成

③
民
間
活
力
、
既
存
ス
ト
ッ
ク
を
活
用
す
る
市
場
の
整
備
と
消
費
者
利
益
の
保
護

④
低
額
所
得
者
、
高
齢
者
、
子
育
て
世
帯
等
の
居
住
の
安
定
確
保

兵
庫
県
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画

法
第
４
条
に
定
め
る
事
項

○
住
宅
政
策
と
高
齢
者
福
祉
政
策
が
連
携
し
て
、
高

齢
者
の
居
住
の
安
定
の
確
保
に
関
す
る
目
標
を
定

め
、
施
策
を
推
進

①
高
齢
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
及
び
老
人
ホ
ー
ム

の
供
給
目
標

②
目
標
達
成
の
た
め
に
必
要
な
事
項

③
計
画
期
間

（
現
行

H
28
～

37
年
度
、
見
直
し

R
3～

12
年
度
）

④
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
必
要
な
事
項

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律

（高
齢
者
住
ま
い
法
）

○
目
的

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
の
確
保
を
一
層
促
進

す
る
こ
と
を
目
的

・
都
道
府
県
は
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
を

定
め
る
こ
と
が
で
き
る

・
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞｽ
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
の
登
録
制
度

・
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
の
確
保
に
関

す
る
基
本
的
な
方
針

○
今
後
の
高
齢
化
の
進
展
に
対
応
し
た
取
組
を
進
め

る
た
め
の
基
本
的
な
方
針

・
国
土
交
通
大
臣
及
び
厚
生
労
働
省
大
臣
が
策
定

・
高
齢
者
住
宅
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
需
要
及
び
供

給
の
現
状
及
び
将
来
の
見
通
し
を
勘
案
し
て
定
め
る
。

連
携

基
本
理
念
に
の
っ
と
り
定
め
る

全
国
計
画
に
即
し
て
定
め
る

基
本
方
針
に
基
づ
い
て
定
め
る

連
携

連
携

公
営
住
宅
法

○
目
的

健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
に
足
り
る
住
宅

を
整
備
し
、
住
宅
に
困
窮
す
る
低
額
所
得
者
に

対
し
て
低
廉
な
家
賃
で
賃
貸
す
る

○
公
営
住
宅
の
供
給

常
に
区
域
内
の
住
宅
事
情
に
留
意
し
、
低
額

所
得
者
の
住
宅
不
足
を
緩
和
す
る
た
め
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
営
住
宅
の
供
給
を
行

う
こ
と

○
管
理
義
務

常
に
公
営
住
宅
及
び
共
同
施
設
の
状
況
に
留

意
し
、
管
理
を
適
正
か
つ
合
理
的
に
行
う
こ
と

○
入
居
者
資
格

・
入
居
収
入
基
準
等
を
条
例
で
制
定

○
整
備
基
準

・
条
例
で
制
定

資料３－２


